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はじめに 

石川県公立大学法人は、地方独立行政法人法に基づき、石川県立看護大学及び石川県立

大学が、これまで以上に学生や県民に支持される大学となるため、教育、研究及び地域貢

献に係る使命を果たすべく、平成２３年４月に設置されたものである。 

 第１期中期目標期間（平成２３年度～平成２８年度）は、設置者である石川県が定めた

第１期中期目標を達成するため、これに対応する中期計画として、弾力的・機動的な法人

運営の基盤を整備するとともに、学生満足度の高い教育の提供、地域貢献活動の推進など

を柱に掲げ、計画的に業務に取り組んだところである。また、中期目標の達成に向けた取

り組みに加え、国の施策や大学等の高等教育機関を取り巻く環境の変化を注視し、大学業

務全般の点検、改善に努めてきた。その結果、６年間で概ね順調に中期計画を達成し、平

成２９年度から始まる第２期中期目標期間において一層の改革を図るための土台作りが

できたと考える。 

 以下、第１期中期目標期間における業務の実施状況について、中期目標の大項目ごとに

記載する。 

 

 

 

第１ 石川県立看護大学の教育研究等の質の向上に関する目標 

 

Ⅰ 教育に関する目標 

１ 教育の内容及び成果等 

（１）学士課程 

① 学生の受入れ 

大学の教育理念及び特色を踏まえ、アドミッション・ポリシー（※1）を明確に提

示し、大学案内、募集要項、入試説明会、高校訪問、オープンキャンパス、大学祭、

ホームページ等を通じて積極的な広報を行うとともに、オープンキャンパスの複数開

催や内容の充実、ホームページのリニューアルなど広報活動の改善に努めた。 

 

② 教育の内容及び成果 

看護専門職として必要な知識、技術の修得はもとより、様々な状況に対応できる能

力、多職種と連携・協働しながら看護の専門性を発揮できる能力などを身につけるた

め、民泊を取り入れたフィールド実習、市町と連携した健康増進活動など、地域住民

との交流機会を多数盛り込んだ授業を展開した。 

平成２６年度には、サービスラーニング（※2）をより一層推進するとともに、好

奇心を培い広い教養を涵養するため、地域のボランティア活動や自主学習活動等を単

位化した「ヒューマンヘルスケア」科目を創設した。 

対人関係構築能力を育成するため、異学年が交流しやすい地域交流活動の設定や、

学生セミナーで４年生から３年生に臨地実習のアドバイスを行う機会を設けるなど、

異学年交流の促進に努めた。 

健康問題や看護問題を国際的な視野から考える感覚を醸成するため、海外での看護

研修を充実するとともに、学生が幅広い教養を深める機会を提供するため、大学コン
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ソーシアム石川と連携し「学都いしかわグローカル人材育成プログラム」等へ参加を

促した。 

 

（２）大学院課程 

① 学生の受入れ 

社会人学生と教員の意見交換会や大学院修了生に対する授業評価アンケートを実

施するなど要望を把握し、長期履修制度や土曜・夜間開講の継続、土曜日の図書館の

開館時間の延長など、社会人学生が学修、研究に取り組みやすい環境整備に努めた。

また、「北陸３県看護部長懇談会」において、大学院進学についての意見交換や協力

要請を行い、勤務調整や研修休職制度活用などの進学支援体制の促進を図った。 

 

② 教育の内容及び成果 

   最新の情報や知見を提供するため、臨床現場の医師や専門看護師（CNS）などによ

る講義を実施するとともに、国際的な保健・医療・福祉ニーズや実証的研究結果を学

修する機会として、ワシントン大学教授等による国際看護特論を開講した。また、学

問の高度化や社会ニーズに対応するため、大学院の構成・分野の改編を実施した。 

「北陸３県看護部長懇談会」を開催して CNS教育課程への理解と協力を求めるとと

もに、CNSのさらなる実践能力育成のため、３８単位教育課程に移行した。 
 
【大学院の構成・分野の改編】 

 〈博士前期課程〉 

   H23年度：看護管理学分野開設 

   H25年度：コミュニティケア分野を地域・精神・保健学分野と在宅看護学 

分野に再編成 

 〈博士後期課程〉 

H25年度：看護学領域にコミュニティケア・看護デザイン科学分野と実践 

看護科学分野を開設 
 
【CNS養成数】 

 H23～H28年度：21名（がん看護 13名、老人看護 5名、小児看護 3名） 

 

２ 教育の実施体制等 

（１）教育の実施体制 

   個々の学修深度や能力に応じた指導を行うため、個別学習やレポートを課しフィー

ドバックを行った。また、学生のより積極的な学修ニーズに応えるため、教育内容の

専門性に応じて医療機関等からの非常勤講師を活用した。 

臨地実習開始前後には、実習指導者会議を開催し、実習目標の確認や実習後の評価

を実施した。実習施設における指導体制を明確化し、実習指導をより充実させるため

に、平成２５年度から臨床教授制度を導入した。 

 

（２）教育活動の点検と教員の教育力の向上 

  教員の教育・研究指導力の維持向上を図るため、教員評価の実施及び制度の見直し
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を行うとともに、大学独自に企画した FD（※3）研修の実施や大学コンソーシアム石

川主催の FD（※3）研修等に参加した。さらに、学生満足度及び教育効果の高い授業

を実施するため、学生による授業評価を実施するとともに、評価結果を教員にフィー

ドバックし、教育方法の改善に活かした。 

 

３ 学生への支援 

（１）学修支援 

クラス担任、学生相談部会、進路支援部会など複数の支援体制を設けるとともに、

学生が相談しやすい教員の配置に努めた。平成２８年度には、GPA 制度（※4）を導

入すると同時に、学生委員会において GPAの値が低い学生等が健康面や精神面での不

安要素がある場合においては情報を共有し、対応策を検討する体制とした。 

学生の学修意欲等の向上や活発なキャンパスライフの推奨を目的として、学長表彰

制度を設け、卒業式や開学記念日に、顕著な功績があった学生や学生団体の表彰を行

った。 

学生ニーズ調査や自治会と学長の懇談会を通して学生の要望を把握し、自習室の確

保や演習室の利用推進を図るとともに、学内無線 LAN環境の整備やラーニング・コモ

ンズ（※5）の設置など、教育環境・生活環境の改善を図った。 

 

（２）進路支援 

   進路支援のための専門的な組織を設け、個別の進路指導、休暇期間中の補講、模擬

試験結果に応じた試験対策など、学生の就職及び国家資格取得への支援を実施した。

また、同窓会の支援を得て、卒業生による進路セミナーや看護職者としての活動報告

会を開学記念日等に実施するとともに、３年生に対しては、進路オリエンテーション

や病院見学等を実施し、早期にキャリアイメージを形成できるよう支援を行った。 
 

【看護師国家試験合格率】 

    H23年度： 98.7％  H24年度： 91.6％  H25年度： 98.7％   

    H26年度： 97.6％  H27年度：100.0％  H28年度： 97.6％   
 
【保健師国家試験合格率】 

    H23年度： 97.6％   H24年度：100.0％    H25年度： 97.5％ 

    H26年度：100.0％    H27年度： 95.5％    H28年度： 91.2％ 
 
【就職・進学内定率】 

    H23年度： 98.8％  H24年度： 91.4％   H25年度： 96.3％ 

    H26年度： 96.8％  H27年度： 97.7％   H28年度： 96.7％ 

 

Ⅱ 研究に関する目標 

学内研究費助成制度の公募テーマとして「少子高齢化に伴う課題」「がん看護に関す

る課題」「退院してからの在宅ケアに関する課題」を挙げるなど、社会のニーズや問題、

地域特性に焦点をあてた研究の推進を強化した。また、「災害支援」「訪問看護師確保方

略」「看護職の離職」等を学長裁量プロジェクト研究として、重点的に研究費を配分す

ることにより実施した。 
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     研究内容及び成果については、ホームぺージや石川看護雑誌、看護大学年報、地域

ケア総合センター事業報告書を通して、積極的に情報発信した。 

 

Ⅲ 地域貢献・国際貢献に関する目標 

１ 地域貢献 

（１）地域連携事業 

地域との総合窓口である地域ケア総合センターにおいて、教員の専門知識や研究成

果を活かした市町との地域連携事業や地域住民向けの公開講座、地域における健康増

進活動等を実施した。 
 
【主な地域連携事業等】 

     -かほく市:「歩くスモールチェンジ」健康づくり、いきいき美人大学校、 

         健康応援倶楽部・健康増進モデル事業 

   -能登町：来人喜人（きときと）健康づくり支援事業 

   -津幡町：棚田が織りなす食・緑・健康の郷づくり 

   -公開講座：子育て支援に関する公開フォーラム 

 

（２）人材育成・キャリア形成事業 

地域ケア総合センターにおいて、看護職者や福祉施設職員等を対象とした研修会及

び事例検討会等を開催し、社会人教育の充実に努めた。 

平成２５年度には、現場の看護職者の人材育成、キャリア形成を支援する中核拠点

として看護キャリア支援センターを設立した。看護キャリア支援センター事業の一環

として、認定看護師教育課程等を開設し、現場のリーダーとなる看護職者を育成した。 
 
【看護職者・福祉施設職員研修等】 

   病院や福祉施設への講師派遣、研究支援の実施 

   子育て支援、高齢者ケア等に関する事例検討会の開催 
 
【認定看護師教育課程等】 

     H26年度：感染管理認定看護師教育課程を開設 

     H28年度：認定看護管理者教育課程（サードレベル）を開設 

 

（３）人材の供給 

  県が実施する、卒業後に看護師等として石川県内で一定期間勤務することにより返

還が免除される「看護師等修学資金制度」について、オープンキャンパスの相談コー

ナーや新入生ガイダンス等を通して周知を図った。 

    実習等の機会に県内の保健、医療及び福祉の実情について学生の理解が深まるよう

事前学修を実施するとともに、平成２８年度から地方創生推進事業（COC+）プログラ

ムの一環として、石川の歴史や文化、産業等について学ぶ「地域創生概論」を「ヒュ

ーマンヘルスケア」科目の中に盛り込み、地元就職率向上に向けた取り組みを実施し

た。 

 

２ 国際貢献 
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  （独）国際協力機構(JICA）からの委託事業として、毎年海外からの研修生を受入れ、

研修プログラムを実施した。平成２７年度には、これまで実施した研修成果を確認する

ため、フォローアップ研修事業としてパラグアイを訪問し、現地でヒアリング調査やワ

ークショップを実施した。また、ワシントン大学（アメリカ）と教員の相互派遣等を実

施し、両大学の交流を促進するとともに、本学の教育研究活動の高度化を図った。第１

期中期目標期間中に、新たにアジアの３大学と学術交流連携協定を締結した。 
 
   【海外連携協定校】 

    H24年度：ワシントン大学（アメリカ） (※H14年度学術協定) 

      H26年度：全北大学（韓国） 

    H27年度：南京中医薬大学（中国）、吉林大学看護学院（中国） 

 

 

 

第２ 石川県立大学の教育研究等の質の向上に関する目標 

 

Ⅰ 教育に関する目標 

１ 教育の内容及び成果等 

（１）学士課程 

① 学生の受入れ 

  大学の教育理念及び特色を踏まえ、アドミッション・ポリシー（※1）を明確に提

示し、大学案内、募集要項、入試説明会、高校訪問、オープンキャンパス、大学祭、

ホームページ等を通じて積極的な広報を行なった。また、平成２６年度から一般入試

の受験科目を「理系重視」となるよう変更するとともに、中京圏からの学生確保の取

り組みとして、一般入試において新たに名古屋会場を設置した。 

 

② 教育の内容及び成果 

能登島での生態調査、農村での農業実習など、学生が地域住民と交流しながら主体

的に課題の発見と解決に取り組むフィールドワークを実施し、地域や生産現場に対す

る理解を深める実践的教育の充実に努めた。また、教員の提示したテーマに関心があ

る学生が学科学年を問わず集まって取り組む「ポケットゼミ」の開講、研究室への早

期分属、各種実験・実習等を通して、早期に専門分野に触れる機会を提供した。 

最先端の研究内容や専門知識を提供するため、寄附講座の協力を得て、健康との関

連から世界的に注目が高まっている「腸内細菌」に関する講義を、全学共通科目とし

て平成２５年度から開設した。 

平成２８年度には、食品科学科において、商品開発やマーケティングなど総合的に

マネジメントできる人材を育成するため、「食品産業人材育成プログラム」を開設し

た。 

大学コンソーシアム石川のプログラム（トビタテ！留学 JAPAN 地域人材コース等）

を積極的に活用し、学生の海外留学を促進するとともに、ローズハルマン工科大学（ア

メリカ）等との学生交流事業を実施した。 
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（２）大学院課程 

① 学生の受入れ 

土曜日・日曜日での試験日の設定や１０月入学を選択可能とすることなど、社会人

学生の入学に適した入試制度を整備するとともに、農業や工業関係の研究機関に対し

て入学に関する広報を実施した。また、平成２７年度に成績優秀者を対象にした特待

生制度を、平成２８年度に推薦入学制度を導入した。 

 

② 教育の内容及び成果 

   指導教員及び副指導教員が連携して個人指導を徹底するとともに、最先端で活躍し

ている研究者を講師とした特別講義等の実施により、研究を深化・発展させる機会を

学生に提供した。また、若手研究者の育成を図るため、ティーチングアシスタント（※

6）制度やリサーチアシスタント（※7）制度を導入し、研究遂行能力の養成や教育ト

レーニングの機会を提供した。平成２８年度から、学生の英語力向上及び留学生受入

れ推進のため、一部の科目を英語により実施した。 

 

２ 教育の実施体制等 

（１）教育の実施体制 

   教員の採用にあたっては、全学的立場から選考すべき学術的専門分野を検討すると

ともに、適切に採用候補者を選考するため、職務による最低必要論文数の設定や FD

（※3）活動内容も採用基準に追加し、採用候補者の学術的水準や教育研究能力の判

断を行った。 

   客員教員をキャリア教育や実習の補助等に活用するとともに、寄附講座教員、任期

付研究員を専門教育に活用するなど体制を整備し、きめ細かな教育研究指導に努めた。 

 

（２）教育活動の点検と教員の教育力の向上 

  卒業生、修了生へのアンケート調査を実施し、３年次の授業を一部２年次へ移行す

るなどのカリキュラム改善を行うとともに、学内無線 LANの整備やラーニング・コモ

ンズ（※5）の設置など、教育方法・教育環境の改善を図った。また、資格取得に対

するニーズを踏まえて、中学校教諭免許（理科）を取得できるよう対応した。 

教員の教育力向上を図るため、教員相互の授業参観や学生による授業評価、FD（※

3）セミナー等を実施するとともに、平成２７年度から全学プロジェクトとしてアク

ティブラーニング（※8）の推進に取り組んだ。また、教員評価自己点検ファイルに

基づいて複数年での教員評価を実施し、評価結果に応じて研究費を配分する仕組みを

整えた。 

 

３ 学生への支援 

（１）学修支援 

履修単位が不足している学生に対する面談を実施し情報を共有するとともに、専門

のカウンセラーや各学科、各学年に学修相談員を配置するなど、心の悩みやハラスメ

ント・生活相談等を行う体制を整備し、支援体制の充実を図った。 

学生の学修意欲等の向上や活発なキャンパスライフの推奨を目的として、学長表彰
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制度を設け、卒業式や入学式において、顕著な功績があった学生や学生団体の表彰を

行った。 

 

（２）進路支援 

具体的にキャリアイメージを形成できるよう、「社会生活論」科目で企業の代表者

によるトップセミナーや卒業生による講演会を実施した。平成２５年度には、キャリ

ア教育と就職支援を一体的に推進するため、キャリアセンターを設立するとともに、

「文章力向上セミナー」や「グループディスカッション演習」を行うなど、就職支援

セミナーの指導内容の充実を図った。また、県内企業と連携してインターンシップを

拡充するとともに、企業アンケート調査結果を踏まえてコミュニケーション力や主体

性を高められるよう教育内容に反映した。 
 

 【就職・進学内定率】 

     H23年度： 95.1%  H24年度： 99.2%  H25年度： 96.7% 

          H26年度： 98.5%  H27年度：100.0%  H28年度：100.0%   

 

Ⅱ 研究に関する目標 

１ 研究の水準、方向性及び成果 

   ルビーロマンの栽培技術に係る研究、いしかわ乳酸菌の高度利用に向けた基盤研究、

山間部耕作放棄地での子ヒツジ放牧によるラム肉生産に係る研究、獣害の要因と対策

に係る研究など、地域の課題解決に資する研究プロジェクトを実施し、地域振興に貢

献した。 

生物資源工学研究所を中心に、健康維持・増進効果があるカロテノイドを生産する

野菜の研究や不良土壌における生産性向上が期待される鉄欠乏耐性イネの創生の研

究など、生物資源を活用した先端的なバイオテクノロジーの研究を展開した。 

石川県立大学公開講座「県大から発信する食の安全・安心」、日本海イノベーショ

ン会議、研究シーズ発表会など、多くの公開講座や公開セミナー等を開催し、研究成

果を地域社会に分かりやすく発信、還元するとともに、アンケート等により参加者の

意見を取り入れながら、内容の充実に努めた。 

 

 ２ 研究の実施体制 

平成２３年度に（公財）石川県産業創出支援機構（ISICO）と連携協定を締結し、

産学官連携学術交流センター運営会議に ISICO が参画するなど連携を深めると同時

に、地域の企業や研究機関等との共同研究を推進する体制の整備に努めた。また、他

大学の研究シーズ及びホームページ等による研究成果情報の収集に努めるとともに、

平成２４年度に金沢大学と、平成２８年度に金沢学院大学と包括連携協定を締結する

など、他大学との共同研究を積極的に推進した。  

 

Ⅲ 地域貢献・国際貢献に関する目標 

１ 地域貢献 

（１）地域社会への貢献の強化 
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地域が抱える農業・環境・食品分野の課題解決に係る研究については、学長裁量プ

ロジェクト研究として特別研究費を配分することで、積極的に実施した。 

また、平成２４年度に野々市市と、平成２８年度に白山市と包括連携協定を締結す

るなど、行政機関との連携強化を推進するとともに、地域ブランド作物の高付加価値

化に向けての取り組みや、中山間地域における農林水産業の振興等に連携して取り組

んだ。 
 
【地域課題解決型の研究例】 

     -ルビーロマンの栽培技術に係る研究 

     -いしかわ乳酸菌の高度利用に向けた基盤研究 

     -山間部耕作放棄地での子ヒツジ放牧によるラム肉生産に係る研究 

     -手取川濁水問題に関する学内共同研究及び講演会の実施 
      

【地域ブランド作物の高付加価値化の例】 

     -金時草の着色実験に係る研究 

-通電技術による中島菜の血圧上昇抑制効果の研究       

     -野々市ヤーコンの通年販売に向けた加工・保存に係る研究      

     -新たな香味と機能性を有した加賀棒茶の開発・商品化   

 

（２）人材の供給 

  地方創生推進事業（COC+）において、石川県の産業や文化等を学ぶ映像教材を使用

した「地域思考型教育」を実施するとともに、「共創インターンシップ」の一環とし

て県内企業と連携してインターンシップの拡充を図った。また、「食品産業人材育成

プログラム」を開設し、地域の食品関係者との交流を通して学生の本県食品産業への

関心を高めることで、地元就職率向上に向けた取り組みを実施した。 

 

２ 国際貢献 

（独）国際協力機構(JICA）と連携した「日墨戦略的グローバル・パートナーシッ

プ研修」や「国別長期研修」を通して、海外研究員招聘等の交流事業を推進した。 

平成２４年度に江南大学（中国）と、平成２５年度に屏東科技大学（台湾）と、平

成２６年度に大連工業大学（中国）と新たに学術交流協定の締結を行うとともに、共

同研究、研究者交流に向けて合同セミナー等を開催した。 

平成２８年度に創立１０周年記念事業の寄附金を活用して、「学生支援事業」を創

設し、国際会議等への参加にも経済的な支援を行うこととした。 
 

   【海外連携協定校】 

    H24年度：江南大学（中国） 

    H25年度：屏東科技大学（台湾） 

      H26年度：大連工業大学（中国） 

 

 

 

第３ 業務運営の改善・効率化に関する目標 
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Ⅰ 運営体制の改善に関する目標 

１ 弾力的・機動的な運営 

事務決裁規程において、法人の総合的な企画運営については理事長の決裁事項とし、

大学に属する企画運営については学長の決裁事項とする等、役員の職務権限を明確化

し、迅速に意思決定する体制を構築した。平成２６年度には、旅費計算事務の法人本

部への集約化に伴い、法人本部事務局及び大学事務局の人員配置及び事務分担につい

て見直しを行った。 

学校教育法改正を受け、「学長権限の明確化」「教授会の役割の明確化」等を行うべ

く内部規則の見直しや、「研究活動における不正行為」「公的研究費の不正使用」への

対応において、国が示した新たなガイドラインを踏まえて不正行為防止体制を整備す

るなど、適切な体制整備を迅速に行った。 

 

２ 大学間の連携強化 

教養科目の実施や外部委員の選任において、大学間で教員の相互派遣を継続して実

施した。また、平成２６年度から両大学の合同研究発表会及び懇親会を毎年開催する

とともに、教育方法に関する合同 FD（※3）セミナーを開催し、教育、研究面での相

互理解を深めた。 

 

３ 窓口機能の強化 

看護大学の地域ケア総合センターは、研究支援や講師派遣に関する相談事業を一元

的に対応する体制とするとともに、パンフレット等を作成し、保健・医療・福祉機関

に送付して活動内容を周知し、積極的に地域連携事業を実施した。 

県立大学の産学官連携学術交流センターは、研究シーズ集を作成し関連団体等に配

布するなど対外的アピールに努めるとともに、他大学・公設試験研究機関・県関係機

関の食品関係業務従事者を対象として「食品技術研究者ネットワーク」を構築し、県

内食品業界における課題解決のためのオープンセミナーを開催するなど、窓口機関と

しての機能強化を図った。 

 

Ⅱ 教育研究組織の見直しに関する目標 

  〈看護大学〉 

平成２５年度に現場の看護職者の人材育成、キャリア形成を支援する中核拠点とし

て看護キャリア支援センターを設立し、地域社会の要請に応じて認定看護師教育課程

を開設するなど支援体制の強化に努めた。また、医療環境の変化を見据えて、看護系

講座組織や大学院構成の見直しの検討に着手した。 

 

〈県立大学〉 

  平成２５年度に「大学のあり方検討委員会」を設置し、大学の理念、優位性や課題

などの再点検から、アドミッション・ポリシー（※1）の改定や組織体制の見直しを

行うとともに、キャリア教育と就職支援を一体的に推進するためキャリアセンターを

設立した。 

学術研究や社会情勢の変化を見据えて、学部学科等の組織の点検を実施し、食品分
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野において６次産業化に対応した人材の育成に向けて、教育内容の見直しや人員配置

等について検討した。 

  

Ⅲ 人事の適正化に関する目標 

  職員定数について、各大学の現場の実態等を総合的に勘案し、理事長の責任において

決定した。また、退職教員の補充にあたっては、今後の教育、研究の方向性や年齢構成

等を勘案し、理事長の責任において実施した。 

  地域貢献等の学外活動を積極的に展開できるよう石川県公立大学法人教職員兼業規

程を制定し、職員の兼業、兼職について適正な許可基準を定めた。  

 

 

 

第４ 財務内容の改善に関する目標 

 

Ⅰ 外部資金等の自己収入の増加に関する目標 

１ 外部資金の獲得 

幅広く競争的資金の公募情報を収集し、一斉メール等により学内への周知を図るな

ど、積極的に外部資金の獲得に努めた。また、科学研究費補助金の申請について、教

員への募集説明会の実施や申請内容のチェック、申請及び採択のとりまとめを行うな

ど、サポート体制を強化した。 
 
【外部資金の獲得状況】 

    〈看護大学〉 

      H23年度： 34件  64百万円   H24年度： 48件  66百万円 

  H25年度： 45件   83百万円   H26年度： 53件  54百万円 

  H27年度： 45件  55百万円    H28年度： 41件   54百万円 
 

       〈県立大学〉 

      H23年度： 87件 306百万円   H24年度： 91件 331百万円 

  H25年度：112件  477百万円   H26年度：126件  217百万円 

  H27年度：128件 216百万円    H28年度：135件  234百万円 
 

 【寄附講座】 

       〈県立大学〉 

H24年度～：アクトリー・エコビレッジ創成学講座（(株)アクトリー）  

     H25年度～：腸内細菌共生機構学講座（(公財)発酵研究所） 

 

２ 志願者増加に向けた取り組み 

  〈看護大学〉 

   受験生の更なる取り込みに向け、高校訪問の強化や高校での模擬授業の実施、大学

訪問の受入れなど、積極的に広報活動を行った。平成２５年度からは、オープンキャ

ンパスを２回に増やすとともに、大学祭との同日開催や学生による相談会、入試対策

講座を加えるなど内容の充実を図った。 
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    志願者増加に向けて、入学生の受験動機アンケートや高校の進路指導教員との意見

交換等を行い、入試方法の改革に向けた検討を実施した。 
 

【志願倍率】 

 H23年度：3.8倍  H24年度：4.3倍  H25年度：4.1倍 

 H26年度：4.7倍  H27年度：4.3倍  H28年度：4.3倍   

 

  〈県立大学〉 

   県外からも受験生を呼び込むため、関西、中京圏も含めた進学相談会を実施すると

ともに、北陸新幹線沿線地域における広報活動を強化するため、長野県のテレビ CM

や新聞広告、首都圏での高校訪問等を積極的に展開した。 

志願者の増加及び入学者の質を高めるため、一般入試において平成２６年度から新

たに名古屋会場を設置するとともに、理系重視の受験科目に変更した。 
 

 【志願倍率】 

 H23年度：3.6倍  H24年度：5.5倍  H25年度：4.7倍 

 H26年度：6.0倍  H27年度：5.1倍  H28年度：6.0倍   

 

Ⅱ 予算の効率的執行に関する目標 

システム保守契約や旅費計算事務等を法人本部で一元的に管理するとともに、複数の

サーバを統合する等の全体最適化や、清掃、警備等の施設管理業務の委託契約を複数年

契約とすることで、経費削減を図った。 

 

Ⅲ 資産管理の改善に関する目標 

施設、設備の定期点検を行うとともに、施設改修計画を立案し、県立大学附属農場の

老朽化した施設の改修、建て替えや、看護大学の空調設備の一部更新など、良好な教育

研究環境の維持向上に努めた。 

 

 

 

第５ 自己点検評価及び当該状況に係る情報提供に関する目標 

 

〈看護大学〉 

平成２４年度に（公財）大学基準協会の審査を受け、同協会が定める大学評価基準

を満たしているとの認定を受けた。また、指摘のあった事項についても改善対応を行

った。平成２８年度には、定期的(２年ごと)に自己点検評価を行うための内容及び方

法を検討し、新たに大学独自の自己点検評価報告書の作成に着手した。 

-H24年度：大学院看護学研究科の教育内容検討体制の強化 

     -H24年度：研究者養成課程と専門看護師教育課程の学位論文審査基準の明示方法の

改善 

    -H26年度：学生による授業評価アンケートの活用 
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〈県立大学〉 

平成２２年度及び平成２８年度に（独）大学改革支援・学位授与機構の審査を受け、

同機構が定める大学評価基準を満たしているとの認定を受けた。また、指摘のあった

事項について改善対応を行った。 

    -H27年度：農場実習研修センターの完成（老朽施設の対応） 

   -継続：大学院の入学定員充足率向上（これまでに、特待生制度、推薦入学制度の導

入等を実施） 
 
〈法人本部〉 

法人評価で指摘のあった事項について改善対応を行った。 

    -H25年度：旅費計算業務の簡素化、法人本部への集約化 

 

 

 

第６ その他業務運営に関する目標 

 

Ⅰ 学生・県民への責任に関する目標 

１ 学生の意見・要望の把握 

両大学において、教育環境改善のために学生の要望アンケートや学生との懇談会を

実施し、学生ニーズの把握に努め、学内無線 LAN環境の整備やラーニング・コモンズ

（※5）の設置など、学生の利便性向上を図った。 

 

２ 産学・地域連携 

  地域との連携事業、共同研究の実施や、公開講座、親子体験イベントなどの開催を

通して、住民との交流を促進し、地域に開かれた大学の風土づくりに努めるとともに、

ISICOと連携したシーズ発表会の開催や展示会への出展等により研究成果の普及に努

め、産学連携の推進を図った。 
 

〈看護大学〉 

 -かほく市連携事業：「歩くスモールチェンジ」健康づくり 

 -能登町連携事業：来人喜人健康づくり支援事業  

 -津幡町連携事業：棚田が織りなす食・緑・健康の郷づくり 

 -子育て支援に関する生涯学習講座の開催 

 -被災地でのボランティア活動             など 
 
〈県立大学〉 

 -アグリビジネス創出フェア、バイオジャパン等への出展 

 -野々市市と連携した森林や食に関する公開講座の開催 

 -シンポジウム「手取川濁水現象に関する研究報告会」の開催 

 -「学生援農隊あぐり」による棚田保全等のボランティア活動 

 -親子農場観察会の開催                 など 

 

Ⅱ 情報発信の強化に関する目標 
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〈看護大学〉 

  ホームページのリニューアルや、メールマガジン「石川県立看護大学ニュースレタ

ー」の配信など広報の充実に取り組んだ。また、外部講師を招いたホームページ研修

会を実施し、情報発信に関する知識の向上を図るとともに、委員会や事業ごとに情報

発信できる体制を整備した。 

同窓会と連携し、大学祭や学生セミナーに卒業生を招いて交流の機会を設け、学生

の進路支援に繋げた。 
 

〈県立大学〉 

ホームページのリニューアルや、外部専門家を活用した広報戦略の見直しを実施し

た。県や総務省主催の講習会に参加し情報発信に関する能力向上を図るとともに、大

学全体で組織的な情報発信を行うため、教員の投稿論文に関する情報を広報委員会で

定期的に確認し、公表価値が高いものは積極的に発信する体制を整備した。 

平成２４年度に同窓会を設立し、大学祭や創立 10 周年記念式典に卒業生を招いて

交流の機会を設け、学生の就職活動等を支援した。 

 

Ⅲ その他 

１ 危機管理体制の強化 

  危機管理ガイドライン及び各種マニュアル（地震、気象災害、火災）を策定すると

ともに、避難訓練の実施や全学生及び教職員に携帯版の「大地震対応マニュアル」を

配布するなど、学生や教職員の安全確保に努めた。 

 

２ 法令遵守の強化 

（１）環境への配慮 

環境に関する意識啓発のための講習会や「安全・環境の手引き」の配布等を通して、

職員及び学生の意識啓発を行うとともに、再生紙使用のコピー用紙等、環境に配慮し

た物品の使用や、エネルギー使用量抑制のため休校日の設定や LED照明への交換等を

実施した。 
 

（２）ハラスメント対策 

   教員全体会議や教育研究審議会においてハラスメントを予防するための意識啓発

を行うとともに、全学生を対象としたハラスメントに関する実態調査や全教職員を対

象とした外部講師によるセミナーの開催、規程の改正など、ハラスメント防止に努め

た。 
 

（３）個人情報保護・情報セキュリティ 

   マイナンバー制度の開始に伴い、特定個人情報保護規程等を整備するとともに、不

正アクセス防止のため、システムのアクセス制御を強化する等のセキュリティ対策を

行い、個人情報保護の強化を図った。 

石川県公立大学法人セキュリティポリシーを策定し、情報セキュリティ体制を整備

するとともに、情報セキュリティ研修の開催や標的型攻撃メールへの全学的な注意喚

起等、職員の意識啓発を行った。 
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用語の解説 

※1 アドミッション・ポリシー 

     入学者受入れ方針。各大学・学部等が、その教育理念や特色等を踏まえ、どのような

教育活動を行い、また、どのような能力や適性等を有する学生を求めているのかなどの

考え方をまとめたものであり、入学者の選抜方法や入試問題の出題内容等にはこの方針

が反映されている。 
 

※2 サービスラーニング 

     教室での学習と地域社会での実践的課題への貢献を結びつけた経験学習の一形態であ

る教授・学習法。地域社会における現実の問題を解決するという課題を、教室で学んだ

知識を活かして取り組むことにより、学習内容について深められると共に、市民的責任

を学び、市民としての社会参加を促進するといわれている。 
 

※3 FD（ファカルティ・ディベロップメント） 

     教員が授業内容・方法を改善し向上させるための組織的な取組の総称。具体的な例と

しては、教員相互の授業参観の実施、授業方法についての研究会の開催、新任教員のた

めの研修会の開催などがある。 
 

※4 GPA制度 

     授業科目ごとの成績評価に対して、GP（グレードポイント）を付し（例えば、５段階

（A、B、C、D、E）の成績評価に対して、それぞれ４、３、２、１、０のGP）、この単位

当たりの平均を出し、その一定水準を卒業などの要件とする制度。GPAは、Grade Point 

Average の略。 
 

※5 ラーニング・コモンズ 

     複数の学生が集まって、電子情報も印刷物も含めた様々な情報資源から得られる情報

を用いて議論を進めていく学習スタイルを可能にする「場」を提供するもの。 
 

※6 ティーチングアシスタント 

     優秀な大学院生に対し、教育的配慮の下に、学部学生等に対するチュータリング（助

言）や実験・実習・演習等の教育補助業務を行わせ、大学院生への教育トレーニングの

機会を提供するとともに、これに対する手当の支給により、大学院生の処遇の改善の一

助とすることを目的としたもの。 
 

※7 リサーチアシスタント 

     大学等が行う研究プロジェクト等に、大学院生等を研究補助者として参画させ研究体

制の充実を図るとともに、これに対する手当の支給をするもの。また、これに伴い当人

の研究遂行能力の育成も図られる。 
 

※8 アクティブラーニング 

     伝統的な教員による一方向的な講義形式の教育とは異なり、学習者の能動的な学習へ

の参加を取り入れた教授・学習法の総称。学習者が能動的に学ぶことによって、後で学

んだ情報を思い出しやすい、あるいは異なる文脈でもその情報を使いこなしやすいとい

う理由から用いられる教授法。 


